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グループ再編（子会社間の会社分割）に関するお知らせ 

 

当社と当社の連結子会社であるサノヤス造船株式会社及びサノヤスＭＴＧ株式会社は、2019

年９月25日及び26日開催のそれぞれの取締役会において、2020年１月１日を効力発生日として、

サノヤスＭＴＧ株式会社が営む事業の一部を吸収分割によりサノヤス造船株式会社に承継させ

ることを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、本件は、完全子会社間で行う吸収分割であるため開示事項及び内容について一部省略し

て開示しています。 

 

記 

 

１．本件グループ再編の目的 

当社グループは、造船事業とＭ＆Ｔ（Machinery ＆ Technology）事業という２つの事業セグ

メントを展開しておりますが、Ｍ＆Ｔグループの１社である株式会社サノテックにおいて同社ビ

ジネスの整理・統合の結果、その大部分が造船事業向けとなったことから、同社の経営管理業務

をサノヤスＭＴＧ株式会社からサノヤス造船株式会社に承継させることといたしました。これに

より組織構造の適正化とさらなる効率化が図れるものと考えております。 

 

２．本件の要旨 

（１）分割の日程 

取 締 役 会 決 議 （サノヤスＭＴＧ株式会社） 2019年９月25日 

〃 （サノヤス造船株式会社） 2019年９月25日 

〃 （サノヤスホールディングス株式会社） 2019年９月26日 

吸収分割契約締結日  2019年９月26日 

吸収分割効力発生日  2020年１月１日（予定） 

 （注）本分割は、サノヤスＭＴＧ株式会社においては会社法第784条第２項に基づく簡易吸収

分割であり、サノヤス造船株式会社においては会社法第796条第２項に基づく簡易吸収

分割であるため、いずれにおいても本分割承認のための株主総会は開催しません。 

 

（２）分割方式 

サノヤスＭＴＧ株式会社を分割会社、サノヤス造船株式会社を承継会社とする吸収分割です。 

 



（３）株式の割当 

該当事項はありません。 

（４）分割交付金 

該当事項はありません。 

（５）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

新株予約権及び新株予約権付社債は発行しておりませんので、該当事項はありません。 

（６）承継会社が承継する権利義務 

承継会社は、2020年１月１日現在における株式会社サノテックの経営管理業務に係る資産

及びこれに関する権利義務を分割の効力発生日をもって分割会社から承継します。 

（７）債務履行の見込み 

承継会社が本分割後に負担する債務履行の見込みは、十分に確保されていると判断しまし

た。 

 

３．分割当事会社の概要 

項  目 分割会社 承継会社 

（１）商号 サノヤスＭＴＧ株式会社 サノヤス造船株式会社 

（２）事業内容 駐車装置、建設機械、遊戯機械、

化粧品製造用乳化装置、産業用機

械部品の製造販売及び各種設備工

事業等を行う関係会社に関する経

営管理を主な業務とする統括事業 

造船業、タンク類及び鋼構造物の

製造・設置事業 

（３）設立年月日 2018年４月２日 2011年10月３日 

（４）本店所在地 大阪市北区中之島三丁目３番23号 大阪市北区中之島三丁目３番23号 

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 上田 孝 代表取締役社長 上田 孝 

（６）資本金 10百万円 2,000百万円 

（７）発行済株式数 400株 400百万株 

（８）決算期 ３月31日 ３月31日 

（９）大株主及び持株比率 サノヤスホールディングス株式会社

100％ 

サノヤスホールディングス株式会社

100％ 

 

４．分割する事業部門の概要他 

船舶機材売買、警備、不動産管理、ソフトウェアの開発並びに計算及び情報処理業務の受託等

を営む株式会社サノテックの経営管理 

 

５．業績に与える影響 

分割会社及び承継会社は当社の100％出資の子会社であるため、本件が当社の連結業績に与え

る影響は軽微です。 

 

以上 


